
 令和 6年中の家屋異動調査 回 覧 
新築、増築、取壊し等の家屋がある方はご記入ください 

                集落名         第    班 

所有者氏名 家屋の所在地 
用途 異動区分 

（住宅、車庫等） （新築、増築、取壊し等） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※この調査は、町内の家屋を把握するための調査となります。 

令和 6年中(令和 6年 1月 2日～）の新築、増築、取壊し等の家屋がありましたら記入してくだ

さい。右側の用途、異動区分は()内の該当する項目を参考にご記入ください。 

※現在未完成でも、12月中までに完成見込みがある家屋は記入してください。 

※令和 6年１月１日以前の建築で未評価の家屋に関する情報や、取壊しの届出がされていない 

家屋がありましたら、ご記入ください。 

※取壊した家屋がある場合は、別途『家屋滅失届』が必要ですので、町民税務課または今庄・河野

事務所にて手続きを行ってください。手続きには印鑑を要しますで、印鑑をご持参ください。 

 

・この用紙は、10月 25日（金）までに区長さんに提出してください。 

・記入が何も無い場合についても区長さんに提出してください。 

 

        南越前町 町民税務課 税務係 （電話４７－８０１４） 


